
【漁業権番号】内共第３４号 

【関係漁業協同組合】土岐川漁業協同組合 

  

 変 更 案 現 行 
変更理由 施行予定 

年月日 

第１条から第５条 略 

 

（釣り専用区） 

第６条 次の表のア欄の区域においては、イ欄の魚種を、ウ欄以外

の漁具、漁法で、エ欄の期間中に遊漁ああああ をしてはなら

ない。 

ア）区 域 イ）魚種 ウ）漁具・漁法 エ）期 間 

土岐川 新町

屋橋上流堰堤

から下流、鳥

ヶ瀬橋下流端

まで 

あゆ 竿釣（友釣、リー

ルを使用しないル

アー釣） 

５月１１日

から１２月

３１日まで

の間で組合

が定めて公

示する期間 

あまご、にじま

す、こい、ふ

な、うなぎ及び

おいかわ 

手釣、竿釣（餌

釣、毛鉤釣、ルア

ー釣） 

土岐川 鳥ヶ

瀬橋下流端か

ら下流、300

メートルまで 

あゆ 

 

 

 

竿釣（リールを使

用したルアー釣） 

あまご、にじま

す、こい、ふ

な、うなぎ及び

おいかわ 

手釣、竿釣（餌

釣、毛鉤釣、ルア

ー釣） 

   

第７条から第１２条 略 

 

第１条から第５条 略 

 

（釣り専用区） 

第６条 次の表の左欄の区域においては、右欄の期間中は手釣、竿

釣（友釣、餌釣、毛鉤釣、ルアー釣）以外の漁法で漁業をして

はならない。 

ア）区  域 ア）期 間 

土岐川 新町

屋橋上流堰堤

から下流、鳥

ヶ瀬 橋下流

端まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１日から

１２月３１日

ああああああ

ああああああ

ああああああ  

 

第７条から第１２条 略 

 

 

 

 

釣り専用区の

制限、期間を

変更するため 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

釣り専用区を

新設するため 

 

 

認可の日 


